
 

 

 

移籍に関するルール 

 

移籍入団は、原則として以下の４つの項目を満足することとする 

 

１． 在籍元チームの移籍承諾を得ていること 

 

２． 練習への通いに問題が無いこと 

 

３． 父母会への参加協力が出来ること 

 

 

妥当な理由の上に以上の条件が満足すなら、当該学年保護者代表、父母会会長、

当該指導者、団長の承認をもって許可する 

 

 

 

≪付則事項≫ 

１．移籍希望者には、このルールを提示し理解を得る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月１９日 一部改定 


